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医
療
費
控
除

　
　
に
つ
い
て

　

本
人
や
家
族
の
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費
が
あ

る
と
き
は
、
次
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
対
　
象

⑴
次
の
う
ち
、
そ
の
病
状
な
ど
に

応
じ
て
一
般
的
に
支
出
さ
れ

る
水
準
を
著
し
く
超
え
な
い

部
分
の
金
額

①
医
師
、
歯
科
医
師
に
よ
る
診
療

代
、
治
療
代

②
治
療
、
療
養
の
た
め
の
医
薬
品

の
購
入
費

③
あ
ん
摩
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
指
圧

師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
、

柔
道
整
復
師
な
ど
に
よ
る
施

術
費

④
保
健
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師

や
特
に
依
頼
し
た
人
に
支

払
っ
た
療
養
上
の
世
話
（
在

宅
療
養
を
含
む
）
の
費
用

⑤
介
護
保
険
制
度
の
下
で
提
供
さ

れ
る
一
定
の
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

⑥
特
定
健
康
診
査
を
行
っ
た
医
師

６５歳以上で寝たきりの方等の
障害者控除

　６５歳以上で寝たきり状態の方等は、障害
者手帳が無くても障害者控除の対象となる場
合があります。
　控除を受けるためには、申告の際、障害者
控除対象者認定書が必要になります。
　認定書の発行についてのお問い合わせは、
　市高齢者支援課（２階）
　☎（20）１５７２、Ｆ（20）１６１０へ。

の
指
示
に
基
づ
き
行
わ
れ
る

特
定
保
健
指
導
の
自
己
負
担

額
（
一
定
の
診
断
基
準
を
満

た
す
場
合
に
限
り
ま
す
）

⑵
次
の
よ
う
な
費
用
で
、
診
療
や

治
療
な
ど
を
受
け
る
た
め
に

直
接
必
要
な
も
の

①
通
院
費
用
、
入
院
の
部
屋
代
や

食
事
代
、
医
療
用
器
具
の
購
入　

代
や
賃
貸
料
で
通
常
必
要
な

も
の

②
義
手
、
義
足
、
松
葉
づ
え
、
義

歯
な
ど
の
購
入
費
用

③
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
の
状
態

で
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
で

あ
る
と
医
師
が
認
め
た
人
の

お
む
つ
代
（
医
師
が
発
行
し

た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

と
お
む
つ
代
の
領
収
書
が
必

要
で
す
）。
介
護
保
険
の
認
定

を
受
け
て
い
る
方
で
、
お
む

つ
代
に
つ
い
て
医
療
費
控
除

を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降

の
方
は
、
医
師
が
発
行
す
る

お
む
つ
使
用
証
明
書
に
代
え
、

市
で
発
行
す
る
書
類
に
よ
り

医
療
費
控
除
が
認
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
次
の
よ
う
な
費
用
は
医
療
費

控
除
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

①
医
師
な
ど
に
対
す
る
謝
礼

②
美
容
整
形
や
人
間
ド
ッ
ク
な
ど

の
健
康
診
断
の
費
用
（
た
だ

し
、
健
康
診
断
の
結
果
、
重

大
な
疾
病
が
発
見
さ
れ
、
引

き
続
き
治
療
を
受
け
る
と
き

の
こ
の
費
用
は
医
療
費
に
含

ま
れ
ま
す
）

③
疾
病
予
防
や
健
康
増
進
な
ど
の

た
め
の
医
薬
品
や
健
康
食
品

の
購
入
費

④
親
族
に
支
払
う
療
養
上
の
世
話

の
費
用

⑤
通
院
の
た
め
の
自
家
用
車
の
ガ

ソ
リ
ン
代
、
分
べ
ん
の
た
め

実
家
に
帰
る
た
め
の
交
通
費

⑥
治
療
を
受
け
る
た
め
に
直
接
必

要
と
し
な
い
近
視
、
遠
視
の
た

め
の
眼
鏡
や
補
聴
器
等
の
購
入

費
※
医
療
費
は
、
平
成
25
年
中
に
実　

　

際
に
支
払
っ
た
も
の
に
限
っ
て　

　

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
添
付
書
類

　

医
療
費
の
領
収
書
な
ど

※
健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、「
領

収
書
な
ど
」
に
は
当
た
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

居
住
し
、
次
に
該
当
す
る
方
で
す
。

⑴
給
与
所
得
者
で
、
会
社
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
て
い
な
い
方

⑵
事
業
所
得
者
な
ど
で
、
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
が
か
か

ら
な
い
方

⑶
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

　

て
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の

　

合
計
金
額
が
20
万
円
以
下
の
方

⑷
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方
で
、

　

パ
ー
ト
や
内
職
な
ど
の
収
入
が

　

あ
る
方

⑸
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い

　

て
、
市
役
所
へ
公
的
年
金
等
支

　

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な

　

い
方

⑹
公
的
年
金
の
収
入
が
４
０
０
万

　

円
以
下
で
、
そ
れ
以
外
に
20
万

　

円
以
下
の
所
得
が
あ
る
、
も
し

　

く
は
、
扶
養
な
ど
の
各
種
控
除

　

の
申
告
が
必
要
な
方

確
定
申
告
は
必
要
な
い
が
、

市･

県
民
税
の
申
告
が
必

要
な
方（
例
）

主
な
控
除
に
つ
い
て

※保険金などで補填される金額とは、①社会保険などから支給
　を受ける療養費、高額療養費、出産一時金などのほか、②医療
　費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険
　契約などの医療保険金、入院給付金などのことです

医療費控除の計算方法

－ － ＝
その年に
支払った
医療費

控除額
（最高２００万円まで）

※保険金など
で補填される

金額

総所得金額の５％
（１０万円を超える
場合は１０万円）


